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(57)【要約】
【課題】本発明は、取引における顧客の利便性と安全性
とを向上できる自動取引システム１、及び自動取引方法
を提供することを目的とする。
【解決手段】ホストコンピュータ記憶部２０１を備えた
ホストコンピュータ２００と、通信回線２を介して接続
したＡＴＭ１００とで構成した自動取引システム１であ
って、ＡＴＭ１００に、振込先記載用紙を撮像して撮像
画像を出力する取引先口座情報読取部１０６と、撮像画
像から文字認識して文字データを出力する文字認識部１
０７と、金融機関名、支店名、科目、及び口座番号を文
字データから特定する操作・表示部１０３と、ホストコ
ンピュータ記憶部２０１に金融機関名や口座番号などと
関連付けて記憶している口座名義人名の送信をホストコ
ンピュータ２００に要求する回線接続部１０９と、文字
データに口座名義人名が含まれていれば取引を継続する
制御部１１０とを備えたことを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　顧客の口座情報を記憶する口座情報記憶手段、及び通信回線に接続する回線接続手段を
備えたサーバーと、
前記通信回線を介して前記サーバーと接続した自動取引装置とで構成した自動取引システ
ムであって、
前記自動取引装置に、
少なくとも１つの取引先口座情報を記載した撮像対象物を撮像して撮像情報として出力す
る撮像手段と、
前記撮像情報から文字を認識して文字群情報として変換出力する撮像情報変換手段と、
前記取引先口座情報における固有の第１口座情報を特定可能な第２口座情報を前記文字群
情報から特定する特定手段と、
前記第２口座情報を前記サーバーに送信して、前記口座情報記憶手段に前記第２口座情報
と関連付けて記憶している応答口座情報の送信を前記サーバーに要求する問い合わせ手段
と、
前記応答口座情報を受信すると、前記文字群情報に前記応答口座情報が含まれているか否
かを判定し、前記応答口座情報が含まれていれば、取引を継続する口座情報検索手段とを
備えた
自動取引システム。
【請求項２】
　前記特定手段を、
前記文字群情報を表示するとともに、顧客の操作による前記文字群情報の選択を入力許容
する構成とした
請求項１に記載の自動取引システム。
【請求項３】
　前記特定手段を、
所定の文字列に基づいて、前記文字群情報から前記第２口座情報を特定する構成とした
請求項１または２に記載の自動取引システム。
【請求項４】
　前記自動取引装置に、
複数の金融機関に関する金融機関情報を登録した金融機関情報テーブルを記憶した記憶手
段と、
前記金融機関情報テーブルに前記第２口座情報が登録されているか否かを判定し、前記第
２口座情報が登録されている場合、前記第２口座情報を有効とする金融機関情報検索手段
とを備えた
請求項１から３のいずれか1つに記載の自動取引システム。
【請求項５】
　前記自動取引装置に、
前記第１口座情報、及び第２口座情報を表示するとともに、顧客の操作による前記第１口
座情報、及び第２口座情報の訂正を入力許容する口座情報訂正手段を備えた
請求項１から４のいずれか１つに記載の自動取引システム。
【請求項６】
　顧客の口座情報を記憶する口座情報記憶手段、及び通信回線に接続する回線接続手段を
備えたサーバーと、前記通信回線を介して前記サーバーと接続した自動取引装置とで構成
したシステムを用いた自動取引方法であって、
前記自動取引装置の撮像手段により、少なくとも１つの取引先口座情報を記載した撮像対
象物を撮像して撮像情報として出力し、
撮像情報変換手段により、前記撮像情報から文字を認識して文字群情報として変換出力し
て、
特定手段により、前記取引先口座情報における固有の第１口座情報を特定可能な第２口座
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情報を前記文字群情報から特定すると、
問い合わせ手段により、前記第２口座情報を前記サーバーに送信して、前記口座情報記憶
手段に前記第２口座情報と関連付けて記憶している応答口座情報の送信を前記サーバーに
要求し、
口座情報検索手段により、前記応答口座情報を受信すると、前記文字群情報に前記応答口
座情報が含まれているか否かを判定し、前記応答口座情報が含まれていれば取引を継続す
る
自動取引方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば紙葉類に記載された振込先を読み取って取引を行うような自動取引
システム、及び自動取引方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＡＴＭなどの自動取引装置を用いて振込みを行う際、顧客は、自動取引装置に表
示される多くの金融機関名、支店名などの一覧から振込先を選択する必要がある。このた
め、金融機関等は、公共料金の支払いなど特定の振込先への振込みを頻繁に行う顧客に対
して、予め振込先を登録するサービス、あるいは振込先を登録した振込みカードなどの記
憶媒体を発行するサービスを提供している。
【０００３】
　ところが、昨今、インターネットを利用した商品の購入、オークション等の個人取引な
どが増加している。このような取引において、代金の振込先が取引ごとに異なるため、顧
客は、振込先を事前に登録するサービスを利用することができない。このため、顧客は、
金融機関名や支店名などの一覧から振込先を選択入力する必要があり、振込みに時間がか
かるという問題があった。
【０００４】
　そこで、明細票等の紙葉類に記載された振込先を読み取って、振込先を自動的に設定す
る自動取引装置が提案されている。　
　例えば、特許文献１に記載の現金自動取引装置では、キャッシュカードと略同等の大き
さの補助ケースに振込先が印字された明細票を収納し、この補助ケースを現金自動取引装
置のカード処理部に挿入して、エンボスリード部で明細票の文字を読み取って振込先を設
定するとされている。
【０００５】
　しかし、特許文献１に記載の現金自動取引装置は、読み取った振込先をそのまま表示部
に表示しているため、顧客が表示された振込先を十分に確認せず、あるいは振込先の間違
いに気がつかず、誤った振込み先に振り込まれるおそれがあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－２０５３１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上述の問題に鑑み、取引における顧客の利便性と安全性とを向上することが
できる自動取引システム、及び自動取引方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明は、顧客の口座情報を記憶する口座情報記憶手段、及び通信回線に接続する回
線接続手段を備えたサーバーと、前記通信回線を介して前記サーバーと接続した自動取引
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装置とで構成した自動取引システムであって、前記自動取引装置に、少なくとも１つの取
引先口座情報を記載した撮像対象物を撮像して撮像情報として出力する撮像手段と、前記
撮像情報から文字を認識して文字群情報として変換出力する撮像情報変換手段と、前記取
引先口座情報における固有の第１口座情報を特定可能な第２口座情報を前記文字群情報か
ら特定する特定手段と、前記第２口座情報を前記サーバーに送信して、前記口座情報記憶
手段に前記第２口座情報と関連付けて記憶している応答口座情報の送信を前記サーバーに
要求する問い合わせ手段と、前記応答口座情報を受信すると、前記文字群情報に前記応答
口座情報が含まれているか否かを判定し、前記応答口座情報が含まれていれば、取引を継
続する口座情報検索手段とを備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明により、取引における顧客の利便性と安全性とを向上できる自動取引システム、
及び自動取引方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】自動取引システムの構成を示す構成図。
【図２】自動取引システムの内部構成を示すブロック図。
【図３】金融機関情報データベースを説明する説明図。
【図４】ＡＴＭにおける取引処理の動作を示すフローチャート。
【図５】ＡＴＭにおける取引処理の動作を示すフローチャート。
【図６】ＡＴＭにおける取引処理の動作を示すフローチャート。
【図７】ＡＴＭにおける取引処理の動作を示すフローチャート。
【図８】ＡＴＭにおける取引処理の動作を示すフローチャート。
【図９】ＡＴＭにおける取引処理の動作を示すフローチャート。
【図１０】顧客に振込方法の選択を促す画面を示す振込方法選択画面。
【図１１】顧客に振込先記載用紙の読み取りを促す画面を示す振込先読取り画面。
【図１２】顧客に振込先の選択を促す画面を示す振込先選択画面。
【図１３】金融機関名を選択中の画面を示す金融機関名選択中画面。
【図１４】金融機関名を選択完了した画面を示す金融機関名選択完了画面。
【図１５】支店名を選択中の画面を示す支店名選択中画面。
【図１６】支店名を選択完了した画面を示す支店名選択完了画面。
【図１７】科目を選択中の画面を示す科目選択中画面。
【図１８】科目を選択完了した画面を示す科目選択完了画面。
【図１９】口座番号を選択中の画面を示す口座番号選択中画面。
【図２０】口座番号を選択完了した画面を示す口座番号選択完了画面。
【図２１】顧客に選択した内容の確認を促す画面を示す選択内容確認画面。
【図２２】顧客に受取人名の確認を促す画面を示す受取人名確認画面。
【図２３】検索キーワードを説明する説明図。
【図２４】実施例２における選択処理の動作を示すフローチャート。
【図２５】顧客に金融機関名の選択を促す画面を示す金融機関名選択画面。
【図２６】顧客に支店名の選択を促す画面を示す支店名選択画面。
【図２７】顧客に科目の選択を促す画面を示す科目選択画面。
【図２８】顧客に口座番号の入力を促す画面を示す口座番号入力画面。
【図２９】顧客に科目、及び口座番号の選択を促す科目・口座番号選択画面。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　この発明の一実施形態を以下図面と共に説明する。　
【実施例１】
【００１２】
　なお、図１は自動取引システム１（自動取引システム）の構成図を示し、図２は自動取
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引システム１における内部構成のブロック図を示し、図３は金融機関情報データベース３
（金融機関情報テーブル）を説明する説明図を示している。
【００１３】
　自動取引システム１は、図１に示すように、ＡＴＭ１００（自動取引装置）、及び通信
回線２（通信回線）を介してＡＴＭ１００と接続したホストコンピュータ２００（サーバ
ー）で構成している。
【００１４】
　ＡＴＭ１００は、図１に示すように、銀行などに設置されて顧客操作によって現金の入
出金等の取引を行うことができる自動取引装置であって、側面視略Ｌ字状の筐体における
中ほどの高さにある水平操作面に紙幣入出金機構部１０１、硬貨入出金機構部１０２、及
び操作・表示部１０３（特定手段、口座情報訂正手段）を配置し、水平操作面から上方に
略垂直な垂直操作面に通帳機構部１０４、カード機構部・明細票機構部１０５を配置して
いる。さらに、垂直操作面の上部には、取引先口座情報読取部１０６（撮像手段）を配置
している。
【００１５】
　通信回線２は、ＬＡＮ回線、インターネット回線などで構成している。　
　ホストコンピュータ２００は、ＡＴＭ１００と同一店舗内あるいは遠隔地の本店などに
設置するとともに、通信回線２を介して複数のＡＴＭ１００と取引にかかる各種情報の授
受を行う。
【００１６】
　具体的には、ＡＴＭ１００は、図２に示すように、紙幣入出金機構部１０１、硬貨入出
金機構部１０２、操作・表示部１０３、通帳機構部１０４、カード機構部・明細票機構部
１０５、取引先口座情報読取部１０６、文字認識部１０７（撮像情報変換手段）、記憶部
１０８（記憶手段）、回線接続部１０９（問い合わせ手段）、及び制御部１１０（口座情
報検索手段、金融機関情報検索手段）で構成している。
【００１７】
　紙幣入出金機構部１０１は、紙幣の入出金機能、識別機能、及び収納機能などを有して
いる。　
　硬貨入出金機構部１０２は、硬貨の入出金機能、識別機能、及び収納機能などを有して
いる。　
　操作・表示部１０３は、顧客の操作を受付ける機能と、各種操作案内を表示する機能と
を兼ね備えたタッチパネルで構成している。
【００１８】
　通帳機構部１０４は、顧客の通帳の挿入・排出する機能と、通帳の情報を読み取る機能
と、通帳に取引内容を印字する印字機能とを有している。　
　カード機構部・明細票機構部１０５は、顧客のキャッシュカードの挿入・排出する機能
と、キャッシュカード情報の読み取り書き込み機能とを有するカード機構部、及び取引内
容を明細票に印字する機能と、印字した明細票を排出する機能とを有する明細票機構部を
一体で構成している。
【００１９】
　取引先口座情報読取部１０６は、振込先口座などの取引先口座情報（取引先口座情報）
が記載された紙葉類、あるいは携帯端末の画面など（撮像対象物）を撮像して撮像画像（
撮像情報）として出力する機能と、ＡＴＭ１００を操作する顧客を撮像して顧客画像とし
て出力する機能とを有している。なお、取引先口座情報読取部１０６には、顧客と対向す
る面を鏡面状に形成し、筐体の内部から外部が見える構成としたハーフミラーを前面に備
えている。
【００２０】
　文字認識部１０７は、取引先口座情報読取部１０６が出力した撮像画像から文字を認識
して文字データ（文字群情報）として出力する機能を有している。　
　記憶部１０８は、ハードディスク等で構成し、各種情報の書み込み、及び読み出しを行
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う機能を有している。なお、記憶部１０８には、金融機関情報データベース３を記憶して
いる。
【００２１】
　金融機関情報データベース３は、図３に示すように、金融機関番号欄、支店番号欄、金
融機関名（漢字）欄、金融機関名（カナ）欄、支店名（漢字）欄、及び支店名（カナ）欄
で構成するとともに、金融機関番号、支店番号、金融機関名（漢字・カナ）、及び支店名
（漢字・カナ）を関連付けて登録している。
【００２２】
　回線接続部１０９は、ＬＡＮカードなどで構成し、通信回線２に接続する機能と、通信
回線２を介してホストコンピュータ２００と各種情報の受送信を行う機能とを有している
。
【００２３】
　制御部１１０は、ＣＰＵ、及びメモリ等のハード構成と、プログラム、及びデータ等の
ソフト構成とで構成し、顧客がＡＴＭ１００を操作して取引を行う取引操作等の各種処理
機能や、所定のバスを介して接続された各部の動作を制御する制御機能を有している。
【００２４】
　ホストコンピュータ２００は、図２に示すように、ホストコンピュータ記憶部２０１（
口座情報記憶手段）、口座情報ファイル制御部２０２、ホスト側回線接続部２０３（回線
接続手段）、及びホストコンピュータ制御部２０４で構成している。
【００２５】
　ホストコンピュータ記憶部２０１は、ハードディスク等で構成し、各種情報の書き込み
、及び読み出しを行う機能を有している。なお、ホストコンピュータ記憶部２０１には、
顧客の口座情報を記憶した口座情報ファイル２０１ａ、及び顧客の口座情報以外の各種情
報を記憶した各種ファイル２０１ｂなどを記憶している。
【００２６】
　口座情報ファイル制御部２０２は、ホストコンピュータ制御部２０４の指示により、ホ
ストコンピュータ記憶部２０１の口座情報ファイル２０１ａや各種ファイル２０１ｂに記
憶された情報の入出力の制御を行う機能を有している。
【００２７】
　ホスト側回線接続部２０３は、ＬＡＮカードなどで構成し、通信回線２に接続する機能
と、通信回線２を介してＡＴＭ１００と各種情報の受送信を行う機能とを有している。
【００２８】
　ホストコンピュータ制御部２０４は、ＣＰＵ、及びメモリ等のハード構成と、プログラ
ム、及びデータ等のソフト構成とで構成し、通信回線２を介したＡＴＭ１００との各種情
報の受け渡しにかかる各種処理機能や、所定のバスを介して接続された各部の動作を制御
する制御機能を有している。
【００２９】
　以上のような構成の自動取引システム１において、複数の振込先（取引先口座情報）が
記載された振込先記載用紙（撮像対象物）を顧客がＡＴＭ１００に読み取らせて振込みを
行う際におけるＡＴＭ１００の動作について、図４から図２３を用いて詳しく説明する。
【００３０】
　なお、図４から図９はＡＴＭ１００における取引処理の動作のフローチャートを示し、
図１０は顧客に振込方法の選択を促す振込方法選択画面４１０を示し、図１１は顧客に振
込先記載用紙の読み取りを促す振込先読取り画面４２０を示し、図１２は顧客に振込先の
選択を促す振込先選択画面４３０を示し、図１３は金融機関名を選択中の金融機関名選択
中画面４３１を示し、図１４は金融機関名を選択完了した金融機関名選択完了画面４３２
を示し、図１５は支店名を選択中の支店名選択中画面４３３を示し、図１６は支店名を選
択完了した支店名選択完了画面４３４を示している。
【００３１】
　また、図１７は科目を選択中の科目選択中画面４３５を示し、図１８は科目を選択完了
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した科目選択完了画面４３６を示し、図１９は口座番号を選択中の口座番号選択中画面４
３７を示し、図２０は口座番号を選択完了した口座番号選択完了画面４３８を示し、図２
１は顧客に選択した内容の確認を促す選択内容確認画面４４０を示し、図２２は顧客に受
取人名の確認を促す受取人名確認画面４５０を示し、図２３は検索キーワード（所定の文
字列）を説明する説明図を示している。
【００３２】
　ＡＴＭ１００は、図４に示すように、図示しない顧客センサなどで顧客を検知すると取
引処理を開始する。そして、制御部１１０の指示により、操作・表示部１０３は、顧客に
取引種別の選択を促す取引開始画面（図示省略）を表示する。
【００３３】
　なお、取引開始画面には、お引き出しボタン、お預け入れボタン、通帳記入ボタン、残
高照会ボタン、お振込ボタン、お振替ボタン、キャッシングボタン、及び各種取引ボタン
を表示している。
【００３４】
　顧客がお振込ボタンを押下すると（ステップＳ３０１）、制御部１１０の指示により、
操作・表示部１０３は、顧客に振込方法の選択を促す振込方法選択画面４１０を表示する
（ステップＳ３０２）。
【００３５】
　この振込方法選択画面４１０は、図１０に示すように、画面上部に「振込先選択方法を
お選びください。」という操作案内を表示し、画面中央に順に「登録した振込先から選択
」という案内に対応する登録振込ボタン１１、「振込カードを使用」という案内に対応す
る振込カードボタン１２、「振込先が記入された文書読込」という案内に対応する文書読
込ボタン１３、及び「振込先を入力画面から選択」という案内に対応する都度振込ボタン
１４を表示し、画面下部に取引を取り消す取消ボタン１５を表示している。
【００３６】
　操作・表示部１０３に振込方法選択画面４１０を表示すると、制御部１１０は、顧客が
文書読込ボタン１３を押下したか否かを判定する（ステップＳ３０３）。顧客が文書読込
ボタン１３を押下していなければ（ステップＳ３０３：Ｎｏ）、制御部１１０は、顧客が
取消ボタン１５を押下したか否かを判定する（ステップＳ３０４）。
【００３７】
　顧客が取消ボタン１５を押下すると（ステップＳ３０４：Ｙｅｓ）、制御部１１０は、
取引を取消して取引開始画面の表示を操作・表示部１０３に指示するとともに、処理をス
テップＳ３０１に戻す。
【００３８】
　一方、顧客が取消ボタン１５を押下していなければ（ステップＳ３０４：Ｎｏ）、制御
部１１０は、顧客が登録振込ボタン１１、振込カードボタン１２、あるいは都度振込ボタ
ン１４のいずれかを押下したと判定し、押下されたボタンに応じた振込処理を行う（ステ
ップＳ３０５）。
【００３９】
　例えば、顧客が登録振込ボタン１１を押下した場合、制御部１１０の指示により、操作
・表示部１０３は、顧客に対してキャッシュカードの挿入を促す画面を表示する。制御部
１１０は、カード機構部・明細票機構部１０５で読み取った顧客情報をホストコンピュー
タ２００に送信し、口座情報ファイル２０１ａに記憶している振込先をホストコンピュー
タ２００から受信する。そして、制御部１１０の指示により、操作・表示部１０３は、受
信した振込先一覧を表示する。その後、制御部１１０は、顧客が振込先一覧から選択した
振込先に基づいて、振込処理を実行する。
【００４０】
　顧客が振込カードボタン１２を押下した場合、制御部１１０の指示により、操作・表示
部１０３は、顧客に対して振込カードの挿入を促す画面を表示するとともに、カード機構
部・明細票機構部１０５で読み取った振込先一覧を表示する。その後、制御部１１０は、
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顧客が振込先一覧から選択した振込先に基づいて、振込処理を実行する。
【００４１】
　顧客が都度振込ボタン１４を押下した場合、制御部１１０の指示により、操作・表示部
１０３は、顧客に対して振込先の入力を促す画面を表示する。その後、制御部１１０は、
顧客が金融機関名や口座番号等を手作業で入力した振込先に基づいて、振込処理を実行す
る。　
　押下されたボタンに応じた振込処理を実行後、制御部１１０は、処理を図８に進め取引
処理を終了する。
【００４２】
　図４のステップＳ３０３において、顧客が文書読込ボタン１３を押下すると（ステップ
Ｓ３０３：Ｙｅｓ）、制御部１１０の指示により、操作・表示部１０３は、顧客に振込先
を記載した振込先記載用紙をＡＴＭ１００の正面にかざすように促す振込先読取り画面４
２０を表示する（ステップＳ３０６）。
【００４３】
　この振込先読取り画面４２０は、図１１に示すように、画面上部に「振込内容が記載さ
れた用紙、画面をＡＴＭ１００の正面に向けてください。振込先の金融機関名・支店名・
科目・口座番号・受取人名が表示される位置にあわせて「読取」ボタンを押してください
。「中止」ボタンを押すと、手入力での振込先選択に変更できます。」という操作案内を
表示し、画面中央に取引先口座情報読取部１０６で撮像した内容を表示する撮像表示欄２
１を表示し、画面下部に左から順に取引を取り消す取消ボタン２２、振込先記載用紙の読
み取りを中止する中止ボタン２３、及び撮像表示欄２１に表示している内容の読み取りを
開始する読取ボタン２４を表示している。
【００４４】
　振込先読取り画面４２０の操作案内に従って顧客がＡＴＭ１００の正面に振込先記載用
紙をかざすと、制御部１１０の指示により、操作・制御部１１０は、取引先口座情報読取
部１０６が振込先記載用紙を撮像した内容を撮像表示欄２１に出力する。この際、顧客は
、撮像表示欄２１に振込先が表示されるように、操作・表示部１０３を確認しながら振込
先記載用紙を適切な位置に移動させる。
【００４５】
　その後、制御部１１０は、顧客が取消ボタン２２、中止ボタン２３、あるいは読取ボタ
ン２４のいずれかを押下したか判定する（ステップＳ３０７）。　
　顧客が取消ボタン２２を押下した場合（ステップＳ３０７：１）、制御部１１０は、取
引を取消して取引開始画面の表示を操作・表示部１０３に指示するとともに、処理を図４
のステップＳ３０１に戻す。
【００４６】
　顧客が中止ボタン２３を押下した場合（ステップＳ３０７：２）、制御部１１０は、処
理をステップＳ３０５に進め、振込先読取り画面４２０に表示した操作案内のとおり手入
力での振込先選択、つまり振込方法選択画面４１０において、顧客が都度振込ボタン１４
を押下した場合と同様の処理を行う。
【００４７】
　顧客が読取ボタン２４を押下した場合（ステップＳ３０７：３）、制御部１１０の指示
により、取引先口座情報読取部１０６は、撮像表示欄２１に表示した内容を撮像画像とし
てメモリに一時記憶する。
【００４８】
　そして、制御部１１０の指示により、文字認識部１０７は、撮像画像に含まれる全ての
文字を認識して文字データとしてメモリに一時記憶する（ステップＳ３０８）。その後、
制御部１１０の指示により、操作・表示部１０３は、顧客に振込先の選択を促す振込先選
択画面４３０を表示する（ステップＳ３０９）。
【００４９】
　この振込先選択画面４３０は、図１２に示すように、画面右上に「選択したい振込先情
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報を左のボタンから選択し、下の読み取った文章の該当部分を押してください。」という
操作案内を表示し、操作案内の下部に読み取った文字データを表示した文字データ表示欄
３１を表示し、画面左端に上から順に文字データ表示欄３１から金融機関名（第２口座情
報）の選択を行う金融機関名ボタン３２、支店名（第２口座情報）の選択を行う支店名ボ
タン３３、科目（第２口座情報）の選択を行う科目ボタン３４、及び口座番号（第２口座
情報）の選択を行う口座番号ボタン３５を表示し、画面下部に左から順に取消ボタン３６
、及び完了ボタン３７を表示している。
【００５０】
　振込先選択画面４３０を表示すると、制御部１１０は、図５に示すように、顧客が操作
案内に従って金融機関名ボタン３２、支店名ボタン３３、科目ボタン３４、あるいは口座
番号ボタン３５のいずれかを押下したかを判定する（ステップＳ３１０）。
【００５１】
　顧客が金融機関名ボタン３２を押下した場合（ステップＳ３１０：１）、制御部１１０
の指示により、操作・表示部１０３は、図１３の金融機関名選択中画面４３１に示すよう
に、金融機関名ボタン３２をグレーアウトして選択状態にする。
【００５２】
　そして、顧客が文字データ表示欄３１に表示された「ＡＢＣＤ銀行」を押下すると、操
作・表示部１０３は、顧客が押下した位置を示す押下位置情報を制御部１１０に出力する
。制御部１１０は、押下位置情報に対応する文字データから金融機関名の検索キーワード
を含む文字列、すなわち「ＡＢＣＤ銀行」を金融機関名として抽出する（ステップＳ３１
１）。
【００５３】
　なお、この金融機関名の検索キーワードは、図２３（ａ）に示すように、金融機関の名
称の末尾に一般的に含まれる「銀行」、「信用金庫」、「中央金庫」などの語句で構成し
、取引処理プログラム内に予め登録している。
【００５４】
　その後、制御部１１０は、抽出した金融機関名の文字データが金融機関情報データベー
ス３に登録されているか否かを判定する（ステップＳ３１２）。抽出した金融機関名の文
字データが金融機関情報データベース３に登録されていなければ（ステップＳ３１２：Ｎ
ｏ）、制御部１１０は、金融機関情報データベース３と照合する対象文字データの範囲を
拡大する（ステップＳ３１３）。その後、制御部１１０は、処理をステップＳ３１２に戻
す。
【００５５】
　具体的には、制御部１１０は、押下位置情報に対応する文字データの前後の文字列、す
なわち抽出した金融機関名の文字データに対して、その前後に位置する文字データを金融
機関情報データベース３と照合する対象文字データとして抽出する。そして、ステップＳ
３１２において、制御部１１０は、金融機関情報データベース３と最初に一致した対象文
字データを振込先として指定する金融機関名であると判定する。
【００５６】
　一方、図５のステップＳ３１２において、抽出した金融機関名の文字データが金融機関
情報データベース３に登録されていれば（ステップＳ３１２：Ｙｅｓ）、制御部１１０は
、抽出した金融機関名の文字データを振込先として指定する金融機関名であると判定する
（ステップＳ３１４）。つまり、制御部１１０は、押下位置情報に対応する文字データか
ら金融機関名の検索キーワードを含む文字列であり、かつ金融機関情報データベース３に
登録された文字列を金融機関名として抽出している。
【００５７】
　その後、制御部１１０の指示により、操作・表示部１０３は、図１４の金融機関名選択
完了画面４３２に示すように、金融機関名ボタン３２の選択状態を解除するとともに、金
融機関名ボタン３２の下部に「ＡＢＣＤ銀行」を表示する。
【００５８】
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　図５のステップＳ３１０において、顧客が支店名ボタン３３を押下した場合（ステップ
Ｓ３１０：１）、制御部１１０の指示により、操作・表示部１０３は、図１５の支店名選
択中画面４３３に示すように、支店名ボタン３３をグレーアウトして選択状態にする。
【００５９】
　そして、顧客が文字データ表示欄３１に表示された「ＥＦＧ支店」を押下すると、操作
・表示部１０３は、顧客が押下した位置を示す押下位置情報を制御部１１０に出力する。
制御部１１０は、押下位置情報に対応する文字データから支店名の検索キーワードを含む
文字列、すなわち「ＥＦＧ支店」を支店名として抽出する（ステップＳ３１１）。
【００６０】
　なお、この支店名の検索キーワードは、図２３（ｂ）に示すように、支店の名称の末尾
に一般的に含まれる「本店」、「支店」、「出張所」などの語句で構成し、取引処理プロ
グラム内に予め登録している。
【００６１】
　その後、制御部１１０は、金融機関情報データベース３を照合して、抽出した支店名の
文字データが登録されているか否かを判定する（ステップＳ３１２）。抽出した支店名の
文字データが金融機関情報データベース３に登録されていなければ（ステップＳ３１２：
Ｎｏ）、制御部１１０は、金融機関情報データベース３と照合する対象文字データの範囲
を拡大する（ステップＳ３１３）。その後、制御部１１０は、処理をステップＳ３１２に
戻す。
【００６２】
　具体的には、制御部１１０は、押下位置情報に対応する文字データの前後の文字列、す
なわち抽出した支店名の文字データに対して、その前後に位置する文字データを金融機関
情報データベース３と照合する対象文字データとして抽出する。そして、ステップＳ３１
２において、制御部１１０は、金融機関情報データベース３と最初に一致した対象文字デ
ータを振込先として指定する支店名であると判定する。
【００６３】
　一方、図５のステップＳ３１２において、抽出した支店名の文字データが金融機関情報
データベース３に登録されていれば（ステップＳ３１２：Ｙｅｓ）、制御部１１０は、抽
出した支店名の文字データを振込先として指定する支店名であると判定する（ステップＳ
３１４）。つまり、制御部１１０は、押下位置情報に対応する文字データから支店名の検
索キーワードを含む文字列であり、かつ金融機関情報データベース３に登録された文字列
を支店名として抽出している。
【００６４】
　その後、制御部１１０の指示により、操作・表示部１０３は、図１６の支店名選択完了
画面４３４に示すように、支店名ボタン３３の選択状態を解除するとともに、支店名ボタ
ン３３の下部に「ＥＦＧ支店」を表示する。
【００６５】
　また、図５のステップＳ３１０において、顧客が科目ボタン３４を押下した場合（ステ
ップＳ３１０：２）、制御部１１０の指示により、操作・表示部１０３は、図１７の科目
選択中画面４３５に示すように、科目ボタン３４をグレーアウトして選択状態にする。
【００６６】
　そして、顧客が文字データ表示欄３１に表示された「普通」を押下すると、操作・表示
部１０３は、顧客が押下した位置を示す押下位置情報を制御部１１０に出力する。制御部
１１０は、押下位置情報に対応する文字データが科目の検索キーワードと一致するか否か
を判定する（ステップＳ３１５）。
【００６７】
　なお、科目の検索キーワードは、図２３（ｃ）に示すように、科目として一般的に用い
られる「普通」、「貯蓄」、及び「当座」の語句で構成し、取引処理プログラム内に予め
登録している。
【００６８】
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　押下位置情報に対応する文字データが科目の検索キーワードと一致しなければ（ステッ
プＳ３１５：Ｎｏ）、制御部１１０は、科目の検索キーワードと照合する対象文字データ
の範囲を拡大し（ステップＳ３１６）、処理をステップＳ３１５に戻す。
【００６９】
　具体的には、制御部１１０は、押下位置情報に対応する文字データの前後の文字列、す
なわち抽出した科目の文字データに対して、その前後に位置する文字データを科目の検索
キーワードと照合する対象文字データとして抽出する。その後、ステップＳ３１５におい
て、制御部１１０は、科目の検索キーワードと最初に一致した対象文字データを振込先と
して指定する科目であると判定する。
【００７０】
　一方、図５のステップＳ３１５において、押下位置情報に対応する文字データが科目の
検索キーワードと一致すれば（ステップＳ３１５：Ｙｅｓ）、制御部１１０は、抽出した
科目の文字データを振込先として指定する科目であると判定する（ステップＳ３１４）。
つまり、制御部１１０は、押下位置情報に対応する文字データから科目の検索キーワード
と一致する文字列を科目として抽出している。
【００７１】
　その後、制御部１１０の指示により、操作・表示部１０３は、図１８の科目選択完了画
面４３６に示すように、科目ボタン３４の選択状態を解除するとともに、科目ボタン３４
の下部に「普通」を表示する。
【００７２】
　図５のステップＳ３１０において、顧客が口座番号ボタン３５を押下した場合（ステッ
プＳ３１０：２）、制御部１１０の指示により、操作・表示部１０３は、図１９の口座番
号選択中画面４３７に示すように、口座番号ボタン３５をグレーアウトして選択状態にす
る。
【００７３】
　そして、顧客が文字データ表示欄３１に表示された「１２３４５６７」を押下すると、
操作・表示部１０３は、顧客が押下した位置を示す押下位置情報を制御部１１０に出力す
る。
【００７４】
　制御部１１０は、押下位置情報に対応する文字データが口座番号の検索キーワードと一
致するか否かを判定する（ステップＳ３１５）。　
　なお、口座番号の検索キーワードは、図２３（ｄ）に示すように、数字の桁数で構成し
、取引処理プログラム内に予め登録している。
【００７５】
　押下位置情報に対応する文字データが口座番号の検索キーワードと一致しなければ（ス
テップＳ３１５：Ｎｏ）、制御部１１０は、口座番号の検索キーワードと照合する対象文
字データの範囲を拡大し（ステップＳ３１６）、処理をステップＳ３１５に戻す。
【００７６】
　具体的には、制御部１１０は、押下位置情報に対応する文字データの前後の文字列、す
なわち抽出した口座番号の文字データに対して、その前後に位置する文字データを口座番
号の検索キーワードと照合する対象文字データとして抽出する。その後、ステップＳ３１
５において、制御部１１０は、口座番号の検索キーワードと最初に一致した対象文字デー
タを振込先として指定する口座番号であると判定する。
【００７７】
　一方、図５のステップＳ３１５において、押下位置情報に対応する文字データが口座番
号の検索キーワードと一致すれば（ステップＳ３１５：Ｙｅｓ）、制御部１１０は、抽出
した口座番号の文字データを振込先として指定する口座番号であると判定する（ステップ
Ｓ３１４）。つまり、制御部１１０は、押下位置情報に対応する文字データから口座番号
の検索キーワードと一致する桁数の数字の文字列を口座番号として抽出している。
【００７８】
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　その後、制御部１１０の指示により、操作・表示部１０３は、図２０の口座番号選択完
了画面４３８に示すように、口座番号ボタン３５の選択状態を解除するとともに、口座番
号ボタン３５の下部に「１２３４５６７」を表示する。
【００７９】
　なお、図５のステップＳ３１０からＳ３１７、及び図１２～図２０において、顧客が取
消ボタン３６を押下した場合には、制御部１１０は、取引を取消して取引開始画面の表示
を操作・表示部１０３に指示するとともに、処理を図４のステップＳ３０１に戻す。
【００８０】
　その後、制御部１１０は、顧客が完了ボタン３７を押下したか否かを判定する（ステッ
プＳ３１７）。顧客が完了ボタン３７を押下していなければ（ステップＳ３１７：Ｎｏ）
、制御部１１０は、処理をステップＳ３１０に戻して顧客操作による振込先の選択を受付
ける選択処理を継続する。
【００８１】
　一方、ステップＳ３１７において、顧客が完了ボタン３７を押下すると（ステップＳ３
１７：Ｙｅｓ）、図６に示すように、制御部１１０は、全ての振込先情報が選択済みか否
かを判定する（ステップＳ３１８）。
【００８２】
　全ての振込先情報が選択済みでなければ（ステップＳ３１８：Ｎｏ）、制御部１１０は
、金融機関名が未選択であるか否かを判定する（ステップＳ３１９）。　
　金融機関名が未選択であれば（ステップＳ３１９：Ｙｅｓ）、制御部１１０の指示によ
り、操作・表示部１０３は、金融機関情報データベース３に基づいた金融機関名を一覧表
示するとともに、顧客に対して一覧から金融機関名の選択を促す画面（図示省略）を表示
する（ステップＳ３２０）。
【００８３】
　その後、顧客操作により金融機関名が選択される、あるいはステップＳ３１９において
金融機関名が選択済みであれば（ステップＳ３１９：Ｎｏ）、制御部１１０は、支店名が
未選択であるか否かを判定する（ステップＳ３２１）。
【００８４】
　支店名が未選択であれば（ステップＳ３２１：Ｙｅｓ）、制御部１１０の指示により、
操作・表示部１０３は、金融機関情報データベース３に基づいた支店名を一覧表示すると
ともに、顧客に対して一覧から支店名の選択を促す画面（図示省略）を表示する（ステッ
プＳ３２２）。その後、顧客操作により支店名が選択される、あるいはステップＳ３２１
において支店名が選択済みであれば（ステップＳ３２１：Ｎｏ）、制御部１１０は、科目
が未選択であるか否かを判定する（ステップＳ３２３）。
【００８５】
　科目が未選択であれば（ステップＳ３２３：Ｙｅｓ）、制御部１１０の指示により、操
作・表示部１０３は、科目を一覧表示するとともに、顧客に対して一覧から科目の選択を
促す画面（図示省略）を表示する（ステップＳ３２４）。その後、顧客操作により科目が
選択される、あるいはステップＳ３２３において科目が選択済みであれば（ステップＳ３
２３：Ｎｏ）、制御部１１０は、口座番号が未選択であるか否かを判定する（ステップＳ
３２５）。
【００８６】
　口座番号が未選択であれば（ステップＳ３２５：Ｙｅｓ）、制御部１１０の指示により
、操作・表示部１０３は、口座番号の入力欄を表示するとともに、顧客に対して口座番号
の入力を促す画面（図示省略）を表示する（ステップＳ３２６）。その後、顧客操作によ
り口座番号が入力される、あるいはステップＳ３２５において口座番号が選択済みであれ
ば（ステップＳ３２５：Ｎｏ）、制御部１１０は、処理をステップＳ３１８に戻す。
【００８７】
　一方、ステップＳ３１８において、全ての振込先情報が選択済みであれば（ステップＳ
３１８：Ｙｅｓ）、図７に示すように、制御部１１０の指示により、操作・表示部１０３
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は、顧客に選択した内容の確認を促す選択内容確認画面４４０を表示する（ステップＳ３
２７）。
【００８８】
　この選択内容確認画面４４０は、図２１に示すように、画面上部に「お振込先内容を確
認してください。内容を訂正する時は、訂正したい項目のボタンを押してください。」と
いう操作案内を表示し、画面中央に選択した金融機関名、支店名、科目、及び口座番号を
表示するとともに、金融機関名を訂正する際に押下する金融機関名ボタン４１、支店名を
訂正する際に押下する支店名ボタン４２、科目を訂正する際に押下する科目ボタン４３、
及び口座番号を訂正する際に押下する口座番号ボタン４４を表示し、画面下部に左から順
に取消ボタン４５、及び確認ボタン４６を表示している。
【００８９】
　選択内容確認画面４４０を操作・表示部１０３に表示すると、制御部１１０は、顧客が
確認ボタン４６を押下したか否かを判定する（ステップＳ３２８）。顧客が確認ボタン４
６を押下せず、金融機関名ボタン４１、支店名ボタン４２、科目ボタン４３、あるいは口
座番号ボタン４４のいずれかを押下すると（ステップＳ３２８：Ｎｏ）、制御部１１０は
、顧客が金融機関名ボタン４１を押下したか否かを判定する（ステップＳ３２９）。
【００９０】
　顧客が金融機関名ボタン４１を押下した場合（ステップＳ３２９：Ｙｅｓ）、制御部１
１０は、金融機関名の訂正を促す案内、及び金融機関名を訂正入力する画面（図示省略）
を表示する（ステップＳ３３０）。顧客操作により金融機関名が訂正される、あるいはス
テップＳ３２９において顧客が金融機関名ボタン４１を押下していなければ（ステップＳ
３２９：Ｎｏ）、制御部１１０は、顧客が支店名ボタン４２を押下したか否かを判定する
（ステップＳ３３１）。
【００９１】
　顧客が支店名ボタン４２を押下した場合（ステップＳ３３１：Ｙｅｓ）、制御部１１０
は、支店名の訂正を促す案内、及び支店名を訂正入力する画面（図示省略）を表示する（
ステップＳ３３２）。顧客操作により支店名が訂正される、あるいはステップＳ３３１に
おいて顧客が支店名ボタン４２を押下していなければ（ステップＳ３３１：Ｎｏ）、制御
部１１０は、顧客が科目ボタン４３を押下したか否かを判定する（ステップＳ３３３）。
【００９２】
　顧客が科目ボタン４３を押下した場合（ステップＳ３３３：Ｙｅｓ）、制御部１１０は
、科目の訂正を促す案内、及び科目を訂正入力する画面（図示省略）を表示する（ステッ
プＳ３３４）。顧客操作により科目が訂正される、あるいはステップＳ３３３において顧
客が科目ボタン４３を押下していなければ（ステップＳ３３３：Ｎｏ）、制御部１１０は
、顧客が口座番号ボタン４４を押下したか否かを判定する（ステップＳ３３５）。
【００９３】
　顧客が口座番号ボタン４４を押下した場合（ステップＳ３３５：Ｙｅｓ）、制御部１１
０は、口座番号の訂正を促す案内、及び口座番号を訂正入力する画面（図示省略）を表示
する（ステップＳ３３６）。顧客操作により口座番号が訂正される、あるいはステップＳ
３３５において顧客が口座番号ボタン４４を押下していなければ（ステップＳ３３５：Ｎ
ｏ）、制御部１１０は、処理をステップＳ３２７に戻す。
【００９４】
　なお、ステップＳ３２７からＳ３２８、及び図２１において、顧客が取消ボタン４５を
押下した場合には、制御部１１０は、取引を取消して取引開始画面の表示を操作・表示部
１０３に指示するとともに、処理を図４のステップＳ３０１に戻す。
【００９５】
　一方、ステップＳ３２８において、顧客が確認ボタン４６を押下すると（ステップＳ３
２８：Ｙｅｓ）、制御部１１０の指示により、操作・表示部１０３は、顧客に対して振込
金額の入力を促す振込金額入力画面（図示省略）を表示する（ステップＳ３３７）。
【００９６】
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　顧客が振込金額入力画面の操作案内に従って振込金額の入力を完了すると（ステップＳ
３３８）、制御部１１０は、通信回線２を介して金融機関名、支店名、科目、及び口座番
号を問い合わせ情報としてホストコンピュータ２００に送信する（ステップＳ３３９）。
【００９７】
　ホストコンピュータ２００が問い合わせ情報を受信すると、ホストコンピュータ制御部
２０４の指示により、口座情報ファイル制御部２０２は、受信した金融機関名、支店名、
科目、及び口座番号と関連付けて記憶している口座名義人名（応答口座情報）をホストコ
ンピュータ記憶部２０１から読み出す。その後、ホストコンピュータ制御部２０４の指示
により、ホスト側回線接続部２０３は、口座名義人名を応答情報として、通信回線２を介
してＡＴＭ１００に送信する。
【００９８】
　ホストコンピュータ２００から応答情報を受信すると（ステップＳ３４０）、ＡＴＭ１
００の制御部１１０は、撮像画像の文字データから口座名義人名に該当する文字データ（
第１口座情報）を検索する（ステップＳ３４１）。
【００９９】
　その後、制御部１１０は、図８に示すように、撮像画像の文字データに口座名義人名に
該当する文字データがあるか否かを判定する（ステップＳ３４２）。撮像画像の文字デー
タに口座名義人名に該当する文字データがなければ（ステップＳ３４２：Ｎｏ）、制御部
１１０の指示により、操作・表示部１０３は、顧客に受取人名の確認を促す受取人名確認
画面４５０を表示する（ステップＳ３４３）。
【０１００】
　この受取人名確認画面４５０は、図２２に示すように、画面上部に「振込先受取人名：
ＹＹＹＹＹＹＹ」と、「読み取った文章内に、該当の受取人名が見つかりません。振込先
内容が間違っていないか確認してください。」という操作案内を表示し、画面中央に選択
した振込先を示す金融機関名、支店名、科目、及び口座番号を表示する振込先確認欄５１
を表示し、振込先確認欄の下部に手入力で振込先を訂正する手入力訂正ボタン５２、振込
先記載用紙の読み込みからやり直す文章再読込みボタン５３、及び表示されている振込先
に振り込む振込決定ボタン５４を表示し、画面下部に取消ボタン５５を表示している。
【０１０１】
　受取人名確認画面４５０を表示すると、制御部１１０は、顧客が手入力訂正ボタン５２
、文章再読込みボタン５３、あるいは振込決定ボタン５４のいずれかを押下したかを判定
する（ステップＳ３４４）。
【０１０２】
　顧客が手入力訂正ボタン５２を押下した場合（ステップＳ３４４：１）、制御部１１０
の指示により、操作・表示部１０３は、図２１に示した選択内容確認画面４４０を表示し
て、顧客操作による振込先の訂正を受け付ける（ステップＳ３４５）。
【０１０３】
　その後、制御部１１０は、通信回線２を介して訂正した金融機関名、支店名、科目、及
び口座番号を問い合わせ情報としてホストコンピュータ２００に送信する（ステップＳ３
４６）。その後、制御部１１０は、処理を図７のステップＳ３４０に戻す。
【０１０４】
　図８のステップＳ３４４において、顧客が文章再読込みボタン５３を押下した場合（ス
テップＳ３４４：２）、制御部１１０は、処理を図４のステップＳ３０６に戻し、振込先
記載用紙の読み込みを再度実行する。
【０１０５】
　図８のステップＳ３４４において、顧客が振込決定ボタン５４を押下した場合（ステッ
プＳ３４４：３）、あるいは図８のステップＳ３４２において撮像画像の文字データに口
座名義人名に該当する文字データがあれば（ステップＳ３４２：Ｙｅｓ）、制御部１１０
は、応答情報の口座名義人名を振込先の受取人名とするとともに、金融機関名、支店名、
科目、口座番号、及び受取人名を振込先として確定する。
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【０１０６】
　なお、図８のステップＳ３４３、及び図２２において、顧客が取消ボタン５５を押下し
た場合には、制御部１１０は、取引を取消して取引開始画面の表示を操作・表示部１０３
に指示するとともに、処理を図４のステップＳ３０１に戻す。
【０１０７】
　振込先を確定すると、図９に示すように、制御部１１０の指示により、操作・表示部１
０３は、振込内容を表示する振込内容確認画面（図示省略）を表示する（ステップＳ３４
７）。
【０１０８】
　この振込内容確認画面は、金融機関名、支店名、科目、口座番号、受取人名、及び振込
金額を表示するとともに、金融機関名、支店名、科目、及び口座番号の訂正を受付けるボ
タンと、振込先を確定する確定ボタンとを表示している。
【０１０９】
　振込内容確認画面を操作・表示部１０３に表示すると、制御部１１０は、顧客が確定ボ
タンを押下したか否かを判定する（ステップＳ３４８）。顧客が確定ボタンを押下せず、
表示された振込先を訂正するボタンを押下すると（ステップＳ３４８：Ｎｏ）、制御部１
１０は、金融機関名の訂正か否かを判定する（ステップＳ３４９）。
【０１１０】
　金融機関名の訂正であれば（ステップＳ３４９：Ｙｅｓ）、制御部１１０は、金融機関
名の訂正を促す案内、及び金融機関名を訂正入力する画面（図示省略）を表示する（ステ
ップＳ３５０）。顧客操作により金融機関名が訂正される、あるいはステップＳ３４９に
おいて金融機関名の訂正でなければ（ステップＳ３４９：Ｎｏ）、制御部１１０は、支店
名の訂正か否かを判定する（ステップＳ３５１）。
【０１１１】
　支店名の訂正であれば（ステップＳ３５１：Ｙｅｓ）、制御部１１０は、支店名の訂正
を促す案内、及び支店名を訂正入力する画面（図示省略）を表示する（ステップＳ３５２
）。顧客操作により支店名が訂正される、あるいはステップＳ３５１において支店名の訂
正でなければ（ステップＳ３５１：Ｎｏ）、制御部１１０は、科目の訂正か否かを判定す
る（ステップＳ３５３）。
【０１１２】
　科目の訂正であれば（ステップＳ３５３：Ｙｅｓ）、制御部１１０は、科目の訂正を促
す案内、及び科目を訂正入力する画面（図示省略）を表示する（ステップＳ３５４）。顧
客操作により科目が訂正される、あるいはステップＳ３５３において科目の訂正でなけれ
ば（ステップＳ３５３：Ｎｏ）、制御部１１０は、口座番号の訂正か否かを判定する（ス
テップＳ３５５）。
【０１１３】
　口座番号の訂正であれば（ステップＳ３５５：Ｙｅｓ）、制御部１１０は、口座番号の
訂正を促す案内、及び口座番号を訂正入力する画面（図示省略）を表示する（ステップＳ
３５６）。顧客操作により口座番号が訂正される、あるいはステップＳ３５５において口
座番号の訂正でなければ（ステップＳ３５５：Ｎｏ）、制御部１１０は、処理をステップ
Ｓ３４７に戻す。
【０１１４】
　一方、ステップＳ３４８において、顧客が確定ボタンを押下すると（ステップＳ３４８
：Ｙｅｓ）、制御部１１０は、振込内容確認画面に表示した振込先、及び振込金額で振込
処理を実行する（ステップＳ３５７）。その後、制御部１１０は、取引処理を終了する。
【０１１５】
　以上のような動作を実現する自動取引システム１、及び自動取引方法は、取引における
顧客の利便性と安全性とを向上することができる。　
　具体的には、取引先口座情報読取部１０６、及び文字認識部１０７により、自動取引シ
ステム１は、顧客に対して振込先の手入力を促すことなく振込先の文字データを取得する
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ことができる。これにより、顧客は、取引ごとに振込先を入力する必要がなく、さらに地
名を基づいた読み方の難しい支店名などの入力も容易に行うことができる。
【０１１６】
　さらに、金融機関名、支店名、科目、及び口座番号に基づいて振込先の口座名義人を特
定できることから、自動取引システム１は、振込先記載用紙に記載された受取人名とホス
トコンピュータ２００に記憶された口座名義人名が一致するか否かを判定することにより
、顧客が選択した振込先が正しいか否かを判別することができる。
【０１１７】
　そして、自動取引システム１は、受取人名と口座名義人名が一致した場合のみ取引を継
続することができる。これにより、ＡＴＭ１００の文字認識部１０７による振込先記載用
紙の文字の誤認識、あるいは顧客による振込先の確認漏れによって、誤った振込先に振込
みを行うことが防止できる。　
　従って、自動取引システム１は、取引における顧客の利便性と安全性とを向上すること
ができる。
【０１１８】
　また、振込先選択画面４３０を表示した操作・表示部１０３で振込先の選択を入力許容
することにより、複数の振込先を含む文字データがある場合において、金融機関名、支店
名、科目、及び口座番号の指定をより容易することができる。このため、顧客は、希望す
る振込先への振込みを容易に行うことができる。
【０１１９】
　さらに、ＡＴＭ１００の取引先口座情報読取部１０６は、記載された振込先に特定して
読み取る必要がなく、振込先を含む範囲を読み取るだけでよい。つまり、自動取引システ
ム１は、振込先記載用紙の読み取りをより容易にすることができる。これにより、自動取
引システム１は、振込用紙などに限らず、メールやＷｅｂサイトを印刷した紙葉類、ある
いは携帯端末の画面など様々な媒体から振込先を読み取って、振込先選択画面４３０を表
示した操作・表示部１０３で振込先を容易に指定することができる。
【０１２０】
　加えて、取引先口座情報読取部１０６は、振込先記載用紙を読取りに特化した構成とす
る必要がなく、顧客の動作を撮像するカメラなどとの兼用を実現することができる。　
　従って、自動取引システム１は、取引における顧客の利便性と安全性とをより向上する
ことができる。
【０１２１】
　また、検索キーワードに基づいて、文字データから金融機関名、支店名、科目、及び口
座番号を抽出することにより、自動取引システム１は、振込先でない文字データを金融機
関名、支店名、科目、あるいは口座番号として誤って指定することを防止できる。
【０１２２】
　さらに、自動取引システム１は、文字データから振込先を確実に抽出することができ、
顧客が振込先を手入力で訂正する手間を省いて、スムーズに取引を行うことができる。　
　従って、自動取引システム１は、振込先でない文字データを誤って振込先として指定す
ることを防止して、取引における顧客の利便性と安全性とをより向上することができる。
【０１２３】
　また、抽出した金融機関名、支店名、科目、あるいは口座番号が金融機関情報データベ
ース３に登録されている場合において、抽出した金融機関名、支店名、科目、あるいは口
座番号を有効としたことにより、文字認識部１０７が誤認識した文字データを問い合わせ
情報としてホストコンピュータ２００に送信することを防止できる。つまり、ホストコン
ピュータ２００から応答情報が得られないおそれを防止することができる。これにより、
自動取引システム１は、顧客が振込先を手入力で訂正する手間を省いて、スムーズに取引
を行うことができる。
【０１２４】
　加えて、検索キーワードと金融機関情報データベース３とによる振込先の多重チェック
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を実現することができ、振込先でない文字データを誤って振込先として指定することをよ
り確実に防止することができる。　
　従って、自動取引システム１は、誤認識した文字データで取引を行うことを防止して、
取引における顧客の利便性と安全性とをより確実に向上することができる。
【０１２５】
　また、顧客の操作による金融機関名、支店名、科目、及び口座番号の訂正を入力許容す
ることにより、万一、金融機関名、支店名、科目、及び口座番号に誤りがあっても、訂正
を容易に行うことができる。加えて、顧客操作による訂正を入力許容する、すなわち顧客
に対して振込先の確認を要求することとなり、顧客による振込先の確認を行うことができ
る。これにより、誤った振込先を指定することをより確実に防止できる。
【０１２６】
　加えて、検索キーワード、金融機関情報データベース３、及び顧客による多重チェック
を実現することができ、振込先でない文字データを誤って振込先として指定することをよ
り確実に防止することができる。　
　従って、自動取引システム１は、顧客操作による訂正を入力許容することで、取引にお
ける安全性をより向上することができる。
【０１２７】
　また、図５のステップＳ３１２において、金融機関名、あるいは支店名が金融機関情報
データベース３に登録されていなければ、押下位置情報に対応する文字データの前後の文
字列を金融機関情報データベース３と照合する対象文字データとしたことにより、操作・
表示部１０３に表示された金融機関名、あるいは支店名が正確に押下されなくても、自動
取引システム１は、金融機関名、あるいは支店名を確実に抽出することができる。
【０１２８】
　また、図５のステップＳ３１５において、科目、あるいは口座番号がそれぞれの検索キ
ーワードと一致しなければ、押下位置情報に対応する文字データの前後の文字列をそれぞ
れの検索キーワードと照合する対象文字データとしたことにより、操作・表示部１０３に
表示された科目、あるいは口座番号が正確に押下されなくても、自動取引システム１は、
科目、あるいは口座番号を確実に抽出することができる。
【実施例２】
【０１２９】
　次に、上述の実施例１に対して振込先の選択方法が異なる実施例について、図２４から
図２９を用いて説明する。　
　なお、上述の実施例１における取引処理のステップS３０９（図４参照）からステップS
３２６（図６参照）の処理が異なる以外は、実施例１と同一の構成、及び取引処理のため
、同一の構成、及び取引処理には同じ符号を付して詳細な説明を省略する。
【０１３０】
　また、図２４は実施例２における選択処理の動作のフローチャートを示し、図２５は顧
客に金融機関名の選択を促す金融機関名選択画面６００を示し、図２６は顧客に支店名の
選択を促す支店名選択画面６１０を示し、図２７は顧客に科目の選択を促す科目選択画面
６２０を示し、図２８は顧客に口座番号の入力を促す口座番号入力画面６３０を示し、図
２９は顧客に科目、及び口座番号の選択を促す科目・口座番号選択画面６４０を示してい
る。
【０１３１】
　図４のステップS３０８において、文字認識部１０７が撮像画像に含まれる全ての文字
を認識して文字データとしてメモリに一時記憶すると、図２４に示すように、制御部１１
０は、文字データから金融機関名の検索キーワードを含む文字列を全て抽出するとともに
、抽出した文字列のうち金融機関情報データベース３に登録されている文字列を金融機関
名として抽出する（ステップＳ５０１）。
【０１３２】
　その後、制御部１１０は、抽出した金融機関名が複数あるか否かを判定する（ステップ
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Ｓ５０２）。抽出した金融機関名が複数ある場合（ステップＳ５０２：Ｙｅｓ）、制御部
１１０の指示により、操作・表示部１０３は、顧客に金融機関名の選択を促す金融機関名
選択画面６００を表示する（ステップＳ５０３）。
【０１３３】
　この金融機関名選択画面６００は、図２５に示すように、画面上部に「金融機関名が見
つからないか、複数ありました。ご指定の金融機関名を以下から選択してください。以下
にない場合は「手入力で振込先を指定する」を押してください。」という操作案内を表示
し、画面中央に複数の金融機関名から振込先として指定する金融機関名を選択する金融機
関名選択ボタン６０１から６０３を表示し、その下部に手入力で振込先を指定する手入力
指定ボタン６０４、及び文書読み込みからやり直す文書再読込ボタン６０５を表示し、画
面下部に取引を取消す取消ボタン６０６を表示している。
【０１３４】
　そして、顧客操作によって金融機関名選択ボタン６０１から６０３のいずれかが押下さ
れると、制御部１１０は、押下された金融機関名選択ボタン６０１、６０２、あるいは６
０３に対応する金融機関名を振込先として確定する（ステップ５０４）。
【０１３５】
　一方、ステップＳ５０２において抽出した金融機関名が１つの場合（ステップＳ５０２
：Ｎｏ）、制御部１１０は、抽出した金融機関名を振込先として確定し、処理をステップ
Ｓ５０５に進める。
【０１３６】
　なお、図２５において、顧客が手入力指定ボタン６０４を押下した場合、制御部１１０
の指示により、操作・表示部１０３は、金融機関情報データベース３に基づいた金融機関
名を一覧表示するとともに、顧客に対して一覧から金融機関名の選択を促す画面（図示省
略）を表示する。
【０１３７】
　また、顧客が文書再読込ボタン６０５を押下した場合、制御部１１０は、処理を図４の
ステップＳ３０６に戻す。　
　さらにまた、顧客が取消ボタン６０６を押下した場合には、制御部１１０は、取引を取
消して取引開始画面の表示を操作・表示部１０３に指示するとともに、処理を図４のステ
ップＳ３０１に戻す。
【０１３８】
　金融機関名が確定すると、制御部１１０は、文字データから支店名の検索キーワードを
含む文字列を全て抽出するとともに、抽出した文字列のうち金融機関情報データベース３
に登録されている文字列を支店名として抽出する（ステップＳ５０５）。
【０１３９】
　その後、制御部１１０は、抽出した支店名が複数あるか否かを判定する（ステップＳ５
０６）。抽出した支店名が複数ある場合（ステップＳ５０６：Ｙｅｓ）、制御部１１０の
指示により、操作・表示部１０３は、顧客に支店名の選択を促す支店名選択画面６１０を
表示する（ステップＳ５０７）。
【０１４０】
　この支店名選択画面６１０は、図２６に示すように、画面上部に「支店名が見つからな
いか、複数ありました。ご指定の支店名を以下から選択してください。以下にない場合は
「手入力で振込先を指定する」を押してください。」という操作案内を表示し、画面中央
に複数の支店名から振込先として指定する支店名を選択する支店名選択ボタン６１１から
６１３を表示し、その下部に手入力で振込先を指定する手入力指定ボタン６１４、及び文
書読み込みからやり直す文書再読込ボタン６１５を表示し、画面下部に取引を取消す取消
ボタン６１６を表示している。
【０１４１】
　そして、顧客操作によって支店名選択ボタン６１１から６１３のいずれかが押下される
と、制御部１１０は、押下された支店名選択ボタン６１１、６１２、あるいは６１３に対
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応する支店名を振込先として確定する（ステップ５０８）。
【０１４２】
　一方、ステップＳ６０６おいて抽出した支店名が１つの場合（ステップＳ５０６：Ｎｏ
）、制御部１１０は、抽出した支店名を振込先として確定し、処理をステップＳ５０９に
進める。
【０１４３】
　なお、図２６において、顧客が手入力指定ボタン６１４を押下した場合、制御部１１０
の指示により、操作・表示部１０３は、金融機関情報データベース３に基づいた支店名を
一覧表示するとともに、顧客に対して一覧から支店名の選択を促す画面（図示省略）を表
示する。
【０１４４】
　また、顧客が文書再読込ボタン６１５を押下した場合、制御部１１０は、処理を図４の
ステップＳ３０６に戻す。　
　さらにまた、顧客が取消ボタン６１６を押下した場合には、制御部１１０は、取引を取
消して取引開始画面の表示を操作・表示部１０３に指示するとともに、処理を図４のステ
ップＳ３０１に戻す。
【０１４５】
　支店名が確定すると、制御部１１０は、文字データに科目の検索キーワードを含む文字
列があるか否かを判定する（ステップＳ５０９）。文字データに科目の検索キーワードを
含む文字列がない場合（ステップＳ５０９：Ｎｏ）、制御部１１０の指示により、操作・
表示部１０３は、顧客に科目の選択を促す科目選択画面６２０を表示する（ステップＳ５
１０）。
【０１４６】
　この科目選択画面６２０は、図２７に示すように、画面上部に「科目が見つかりません
でした。下記の中から科目を選択してください。」という操作案内を表示し、画面中央に
科目として「普通」を選択する普通ボタン６２１、「貯蓄」を選択する貯蓄ボタン６２２
、「当座」を選択する当座ボタン６２３、及び文書読み込みからやり直す文書再読込ボタ
ン６２４を表示し、画面下部に取引を取消す取消ボタン６２５を表示している。
【０１４７】
　そして、顧客操作によって普通ボタン６２１、貯蓄ボタン６２２、あるいは当座ボタン
６２３のいずれかが押下されると、制御部１１０は、押下されたボタンに対応する科目を
振込先として確定する（ステップ５１１）。
【０１４８】
　なお、図２７において、顧客が文書再読込ボタン６２４を押下した場合、制御部１１０
は、処理を図４のステップＳ３０６に戻す。　
　また、顧客が取消ボタン６２５を押下した場合には、制御部１１０は、取引を取消して
取引開始画面の表示を操作・表示部１０３に指示するとともに、処理を図４のステップＳ
３０１に戻す。　
　その後、制御部１１０の指示により、操作・表示部１０３は、顧客に口座番号の入力を
促す口座番号入力画面６３０を表示する（ステップＳ５１２）。
【０１４９】
　この口座番号入力画面６３０は、図２８に示すように、画面上部に「口座番号が見つか
りませんでした。口座番号を入力してください。」という操作案内を表示し、画面中央に
入力された口座番号を表示する口座番号表示欄６３１、及び口座番号を入力する番号入力
ボタン６３２を表示し、その下部に文書読み込みからやり直す文書再読込ボタン６３３、
及び入力途中の口座番号を訂正する訂正ボタン６３４を表示し、画面下部に取引を取消す
取消ボタン６３５を表示している。
【０１５０】
　そして、顧客が番号入力ボタン６３２を操作して口座番号が入力されると、制御部１１
０は、入力された口座番号を振込先として確定する（ステップＳ５１３）。その後、制御
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部１１０は、振込先の選択処理を終了して、処理を図７のステップＳ３２７に進める。
【０１５１】
　なお、図２８において、顧客が文書再読込ボタン６３３を押下した場合、制御部１１０
は、処理を図４のステップＳ３０６に戻す。　
　また、顧客が訂正ボタン６３４を押下した場合、制御部１１０は、口座番号表示欄の番
号を全文字、あるいは一文字消去して、口座番号の入力を受付ける。　
　さらにまた、顧客が取消ボタン６３５を押下した場合には、制御部１１０は、取引を取
消して取引開始画面の表示を操作・表示部１０３に指示するとともに、処理を図４のステ
ップＳ３０１に戻す。
【０１５２】
　一方、ステップＳ５０９において、文字データに科目の検索キーワードを含む文字列が
ある場合（ステップＳ５０９：Ｙｅｓ）、制御部１１０は、文字データから科目の検索キ
ーワードを含む全ての文字列を科目として抽出するとともに、抽出した科目に対応する文
字列の直後にある数字を口座番号として科目に関連付けて抽出する。
【０１５３】
　その後、制御部１１０は、抽出した科目・口座番号が複数あるか否かを判定する（ステ
ップＳ５１４）。抽出した科目・口座番号が複数ある場合（ステップＳ５１４：Ｙｅｓ）
、制御部１１０の指示により、操作・表示部１０３は、顧客に科目・口座番号の選択を促
す科目・口座番号選択画面６４０を表示する（ステップＳ５１５）。
【０１５４】
　この科目・口座番号選択画面６４０は、図２９に示すように、画面上部に「科目、口座
番号の候補が複数見つかりました。下記の中から指定の科目、口座番号を選択してくださ
い。」という操作案内を表示し、画面中央に複数の科目・口座番号から振込先として指定
する科目・口座番号を選択する科目・口座番号選択ボタン６４１から６４３を表示し、そ
の下部に手入力で振込先を指定する手入力指定ボタン６４４、及び文書読み込みからやり
直す文書再読込ボタン６４５を表示し、画面下部に取引を取消す取消ボタン６４６を表示
している。
【０１５５】
　そして、顧客操作によって科目・口座番号選択ボタン６４１から６４３のいずれかが押
下されると、制御部１１０は、押下された科目・口座番号選択ボタン６４１、６４２、あ
るいは６４３に対応する科目、口座番号を振込先として確定する（ステップ５１６）。
【０１５６】
　なお、図２９において、顧客が手入力指定ボタン６４４を押下した場合、制御部１１０
の指示により、操作・表示部１０３は、科目を一覧表示して顧客に対して一覧から科目の
選択を促すとともに、口座番号の入力欄を表示して顧客に対して口座番号の入力を促す画
面（図示省略）を表示する。
【０１５７】
　また、顧客が文書再読込ボタン６４５を押下した場合、制御部１１０は、処理を図４の
ステップＳ３０６に戻す。　
　さらにまた、顧客が取消ボタン６４６を押下した場合には、制御部１１０は、取引を取
消して取引開始画面の表示を操作・表示部１０３に指示するとともに、処理を図４のステ
ップＳ３０１に戻す。
【０１５８】
　一方、ステップＳ５１４おいて抽出した科目、口座番号が１つの場合（ステップＳ５１
４：Ｎｏ）、制御部１１０は、抽出した科目、口座番号を振込先として確定する。その後
、制御部１１０は、振込先の選択処理を終了して、処理を図７のステップＳ３２７に進め
る。
【０１５９】
　以上のような動作を実現する自動取引システム１は、実施例１と同様の効果を奏すだけ
でなく、文字データから振込先候補を自動抽出して顧客に選択を促すことで、顧客の操作
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回数を低減することができる。　
　従って、自動取引システム１は、取引における顧客の利便性と安全性とを向上すること
ができる。
【０１６０】
　なお、上述の実施例１、及び実施例２において、ＡＴＭ１００を用いて説明したが、こ
れに限定せず、顧客が希望する種別の現金に換金する両替機や取引に対して振込先の入力
が必要な公共施設等に設置した自動取引装置などであってもよい。　
　また、ＡＴＭ１００、ホストコンピュータ２００、取引処理、及び操作・表示部１０３
に表示した画面構成は、これに限定するものでなく、適宜の構成としてもよい。
【０１６１】
　また、ＡＴＭ１００の取引先口座情報読取部１０６は、顧客を撮像して顧客画像として
出力する機能を兼ね備えた構成としたが、これに限定せず、振込先が記載された紙葉類な
どを撮像する機能のみであってもよい。さらに、顧客を撮像するカメラ等は別に独立した
構成であってもよい。
【０１６２】
　また、取引先口座情報読取部１０６の前面にハーフミラーを備えたが、これに限定せず
、取引先口座情報読取部１０６が露出していてもよい。これにより、顧客は、紙葉類など
をかざす位置を容易に把握することができる。　
　また、取引として振込みを用いて説明したが、これに限定せず、払込みなどその他の取
引であってもよい。
【０１６３】
　また、振込先を記載した振込先記載用紙を用いて説明したが、これに限定せず、携帯端
末の画面などであってもよい。　
　また、振込先記載用紙の文字を読み込ませたが、これに限定せず、二次元コードなどで
あってもよい。この際、文字認識部１０７で二次元コードを復号して文字データする構成
とする。
【０１６４】
　また、取引先口座情報読取部１０６が撮像画像を出力する構成としたが、取引先口座情
報読取部１０６が映像信号を出力して文字認識部１０７で文字データに変換する構成とし
てもよい。
【０１６５】
　また、取引先口座情報読取部１０６が出力した撮像画像を操作・表示部１０３に表示し
て、顧客操作により振込先が記載された範囲を指定し、指定した範囲を文字認識部１０７
で認識するようにしてもよい。　
　また、検索キーワードを取引処理プログラムに予め登録したが、これに限定せず、ＡＴ
Ｍ１００の記憶部１０８に検索キーワードデータベースとして記憶してもよい。
【０１６６】
　また、実施例１における図５のステップＳ３１０からＳ３１４、及び実施例２における
図２４のステップＳ５０１からＳ５０８において、金融機関名、及び支店名をそれぞれ抽
出したが、その後、抽出した金融機関名、及び支店名が金融機関情報データベース３に関
連付けて登録されているか否かを判定し、関連付けて登録されている場合を有効としても
よい。さらに、関連付けて登録されていない場合、その時点で顧客に対して金融機関名、
及び支店名の確認を促す画面を表示し、顧客操作による選択、あるいは訂正を入力許容し
てもよい。
【０１６７】
　これにより、振込先のうち、金融機関名、及び支店名の指定間違いを早期に検出できる
とともに、これ以降の処理における振込先の誤りを科目、あるいは口座番号に絞り込むこ
とができる。
【０１６８】
　また、問い合わせ情報を受信したホストコンピュータ２００において、問い合わせ情報
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Ｍ１００において受取人名確認画面４５０を表示して顧客に振込先の確認を促してもよい
。
【０１６９】
　また、上述の実施例１において、金融機関名、支店名、科目、あるいは口座番号に対応
する文字データを選択する際、操作・表示部１０３の撮像表示欄２１に表示した文字デー
タを押下したが、これに限定せず、文字データの最初と最後の位置を指定して、指定され
た範囲内において検索キーワードと照合するようにしてもよい。
【０１７０】
　また、図５のステップＳ３１２において、抽出した金融機関名が金融機関情報データベ
ース３に登録されていなければ、抽出した金融機関名に近似した金融機関名を金融機関情
報データベース３から抽出し、図２５に示す金融機関名選択画面６００を表示して、顧客
による金融機関名の選択を受付けてもよい。
【０１７１】
　また、図５のステップＳ３１２において、抽出した支店名が金融機関情報データベース
３に登録されていなければ、抽出した支店名に近似した支店名を金融機関情報データベー
ス３から抽出し、図２６に示す支店名選択画面６１０を表示して、顧客による支店名の選
択を受付けてもよい。
【０１７２】
　また、図５のステップＳ３１５において、押下位置情報に対応する文字データが科目の
検索キーワードと一致しなければ、図２７に示す科目選択画面６２０を表示して、顧客に
よる科目の選択を受付けてもよい。
【０１７３】
　また、図５のステップＳ３１５において、押下位置情報に対応する文字データが口座番
号の検索キーワードと一致しなければ、図２８に示す口座番号入力画面６３０を表示して
、顧客操作による口座番号の入力を受付けてもよい。
【符号の説明】
【０１７４】
１…自動取引システム
２…通信回線
３…金融機関情報データベース
１００…ＡＴＭ
１０３…操作・表示部
１０６…取引先口座情報読取部
１０７…文字認識部
１０８…記憶部
１０９…回線接続部
１１０…制御部
２００…ホストコンピュータ
２０１…ホストコンピュータ記憶部
２０３…ホスト側回線接続部
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